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御協賛 趣意書 

滋賀県がん啓発活動にご支援を 
 

平素は、滋賀県におけるがん対策の推進に格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、滋賀県では「滋賀県がん対策の推進に関する条例」や「滋賀県がん対策推進計画」に基づ

き、科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実、患者本位のがん医療の実現等を目標とした取
組が進められています。 

 私たち公益財団法人滋賀県健康づくり財団も、日本対がん協会滋賀県支部としてこれらの趣

旨に賛同し、滋賀県のがん対策の推進に貢献したいと考え、がん啓発活動を実施してまいりました。
平成 25 年度からは、がん患者団体や医療関係者、事業所、行政等の関係団体の皆様とともに「が
ん対策推進運動実行委員会」を組織し、がん対策の推進に向けた普及啓発活動等に取り組んでい
るところです。 

 がんは日本人の２人に１人が罹患する身近な病気であり、残念ながら全国で年間約３８万人
ががんで亡くなられています。国は、令和５年３月に閣議決定した「第４期がん対策推進基本計画」
において、がんによる死亡率の減少を目指して科学的根拠に基づく５つのがん検診（胃、肺、大腸、
乳、子宮頸）を推進することとし、がん検診受診率の目標を 50％から 60％に引き上げました。 

 また、HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの積極的な接種勧奨が再開されて２年となりますが、
接種者数はあまり増加していない状況です。子宮頸がん予防の切り札である HPV ワクチンが正しく理
解され、接種率が少しでも向上するよう、啓発に取り組む必要があると考えております。 

 今年度も引き続き、ＳＮＳによる情報発信、啓発リーフレット等の配布や、がん教育・啓発イベ

ント等の活動、新聞広告の活用、などに取り組みます。さらに県内商業施設で無料がん検診イベント
を行い、多くの啓発の機会を通じてがんについての正しい知識の普及とがん検診受診率向上に努めて
まいります。 

 つきましては、経済界・産業界をはじめ広く関心をお持ちの皆様に、日本対がん協会滋賀県支部
のがん啓発活動の趣旨をご理解いただき、社会貢献の一環として、継続的に事業運営にご支援、ご
参加賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
令和 6年 4月 

公益財団法人滋賀県健康づくり財団 
理 事 長  山元 雅司 

 



協賛募集要項 
 

１ 目 的 
    滋賀県がん啓発活動の実施に当たって、趣旨に賛同いただけるみなさんからの寄付金等

を募り、滋賀県がん対策推進運動や街頭啓発等、日本対がん協会滋賀県支部が行うが
ん啓発事業運営資金に充てることで、内容の充実を図ります。 

 
２ 協賛の種類 

（１）滋賀県がん対策推進運動事業等の日本対がん協会滋賀県支部が行うがん啓発
活動に要する資金の提供（１口 10,000円で何口でも可） 

（２）滋賀県がん対策推進運動事業等の日本対がん協会滋賀県支部が行うがん啓発
活動に要する物品等の提供または貸与 

（３）事業者等が行う広報機会、役務の提供 
 
３ 協賛者への特典 
    協賛者のご芳名を滋賀県がん対策推進運動事業の「がん検診受診啓発広告プロジェク

ト」で作成する動画や、啓発ノベルティ等に掲載してご披露します。ただし、協賛者の意向が
あった場合はこの限りではありません。 

 
４ 協賛金等の使途 
    金銭による協賛を得た場合、公益財団法人滋賀県健康づくり財団（日本対がん協会滋

賀県支部）が実施する、がん対策推進事業の啓発媒体作成、啓発イベント等の運営費
用に充てさせていただきます。 

 
５ 広告料等の管理 

金銭による協賛を得た場合、公益財団法人滋賀県健康づくり財団（日本対がん協会
滋賀県支部）の「がんイベント」の銀行口座で管理し、公益財団法人滋賀県健康づくり財
団役員（監事）が、会計ならびに会務執行状況を監査します。 

 
【振込口座】 

   銀 行 名：滋賀銀行 県庁支店 
   口座種類：普通預金  
   口座番号：511405 
   口座名義：公益財団法人 滋賀県健康づくり財団 がんイベント 
           ザイ）シガケンケンコウヅクリザイダン ガンイベント 



協賛者ご芳名掲載イメージ 

昨年度イメージより 

啓発ノベルティ（マルシェバッグ）へご芳名 
日本対がん協会スローガンを英語表記し、実行委員会のカラーであるラベンダーをモチーフにし

たデザインで 830枚作成。バッグの中に協賛団体名を記載した啓発チラシを入れて配布した。  
※マルシェバッグに同封した啓発チラシ 

 (表面)                          (裏面) 

 

 

  

 (ご芳名欄) 

（バッグを紹介したインスタグラム投稿） 

 (ご芳名欄) 



令和 6年度 滋賀県がん対策推進運動事業実施要綱 

 
１ 目的および事業内容 
がんについての正しい知識を普及し、健康だからこそ定期的ながん検診の受診行動をおこすこと

を目的として以下４つのプロジェクトからなる啓発活動を実施する。 
スローガン；「がん検診 あなたの暮らしの 習慣に」 
 
１）がん検診受診啓発広告プロジェクト 
①マスメディア・インターネットを通じて、見る人の心を動かすメッセージを発信 
②実行委員会構成団体他がそれぞれの活動の中で利用できる啓発ノベルティの作成と活用。 
 
２）大切な人へのお手紙プロジェクト 
がん教育を受けた参加者が教育の内容や感想を伝える手紙を書き、家族等大切な人へ気

持ちを届ける。 
 
３）がん検診ススメ隊プロジェクト 
実行委員会の構成団体に対してがん検診受診勧奨のため、リーフレットの利用とがん検診の

利用勧奨を行う。 
また、市町、団体等と協同してイベント機会でのがん検診受診啓発を実施する。 

 
４）お知らせプロジェクト 
①実行委員会構成団体 HP にリンクをはり、滋賀県健康づくり財団 HP で県内がん対策活動
団体や実行委員会構成団体の活動をお知らせする。 
②県内のがん対策活動団体情報交換会で協議を重ね、団体ががん啓発リーフレットを活用し
て県民にがんについてお知らせする活動を実施する。 

 
２ 実施主体 
滋賀県がん対策推進運動実行委員会 
構成団体：一般社団法人滋賀県医師会、滋賀県がん患者団体連絡協議会、 
滋賀県がん診療連携協議会、びわ湖放送株式会社、ＮＨＫ大津放送局、株式会社滋賀
銀行、アフラック生命保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、第一生命保険株
式会社、朝日生命保険相互会社、中外製薬株式会社、住友生命保険相互会社、日本生
命保険相互会社、大樹生命保険株式会社、明治安田生命保険相互会社、滋賀県、公益
財団法人滋賀県健康づくり財団 


